
事業者（自社処理施設） 処分業者等
↓要綱手続
　（事業計画書）

提出

通知

提出

通知 　

↓要綱手続
　（事前協議書）

提出

通知

提出

通知

※通知

提出

交付

報告

通知

↓法手続

提出

（縦覧期間後２週間以内）

提出

意見抽出

意見

通知

通知

環境影響調査
実施

産業廃棄物処理施設設置等に関するフローについて

審査結果

意見書

審　査

専門的知識を
有する者

意見調整に対
する措置

（縦覧期間１月間）

周知

※事業計画書からの手続
きの場合は通知しない

市　長

施設概要公告

事業計画書
終了

施設概要公告

関係部局の意
見取りまとめ

設置予定者

事業計画書

意見調整に対
する措置

事前協議書

調整結果報告

事
業
計
画
書
か
ら
の
手
続
き

・事業者が事業場の敷
地以外の場所に設置
する上記（※１）を除く
許可施設（移動式を含
む）

・上記（※２）を除く許
可施設（移動式を含
む）

・指定処理施設　（移
動式を含む）

事
前
協
議
書
か
ら
の
手
続
き

・事業者が事業場の敷
地以外の場所に設置
する政令第７条第３
号、第５号、第８号及
び第１１号の２から第
１３号の２までに規定
する中間処理施設

・事業者が設置する最
終処分場

（※１）

・政令第７条第３号、
第５号、第８号及び第
１１号の２から第１４号
までに規定する産業
廃棄物処理施設

（※２）

指定処理施設
工事終了報告書

指定処理施設設置
（変更）計画届出書

関係地域住民
等利害関係者

生活環境影響
評価調査実施

調整結果

審　査

通知に対する
措置

事前協議書
終了

許
可
申
請
か
ら
の
手
続
き

・事業者が事業場の敷
地に設置する許可施
設（最終処分場を除
く。）

関係部局の意
見取りまとめ

郡山市環境対策連
絡調整会議開催

指定処理施設
確認書

告示・縦覧

受理書

許可申請書

調整結果報告

・生活環境の保全上の見地
からの意見関係市町村長

通知

意見

使用前検査
申請書

検査結果通知

許
可
施
設

通知後、３年以内に調整等が終了しない事業計
画については返戻するものとする。

事前協議書からの手続き
施設のみ適用

受付後、２年以内に調整等が終了しない事前協
議書については返戻するものとする。

要綱で環境影響
調査の一部とし
て実施させるた
め省略

廃棄物の処理並びに大気
汚染、水質汚濁、騒音、振
動及び悪臭に関する事項

縦覧等を要す
る施設（焼却
施設、最終処
分場等）のみ

焼却施設、最終処分場等

指定処理施設の場合

事業計画書からの手続き
施設のみ適用


